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証券コード3913
2026年３月10日

（電子提供措置の開始日 2026年３月３日）
株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目３番１号
GreenBee株式会社

代表取締役社長 岩 本 定 則

第19期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第19期定時株主総会を下記のように開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第19期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
下記の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、「IR情報」、「開示情報一覧」の順に選択して、ご

確認くださいますようお願い申し上げます。
当社ウェブサイト
https://www.greenbee.co.jp/ir

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
「銘柄名（会社名）」に当社名または証券「コード」に「3913」（半角）を入力・検索し、「基本
情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。
東証上場会社情報サービスウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛
否をご表示いただき、2026年３月24日（火曜日）午後６時30分までに到着するようご送付く
ださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年３月25日（水曜日）午前10時 （受付開始 午前９時30分）
2. 場 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号

鉄鋼会館 ７階 701会議室
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第19期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第19期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役４名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう

お願い申し上げます。
◎ 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし

て取り扱わせていただきます。
◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づ

き、下記の事項を記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は下記事項を含む監査対象
書類を監査しております。
【事業報告】１．企業集団の現況に関する事項（（1）事業の経過およびその成果、（4）対処すべ
き課題、（５）財産および損益の状況、（７）主要な事業内容、（８）主要な営業所、（９）使用人
の状況、（10）主要な借入先および借入額、(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項）、
２．会社の株式に関する事項、３．新株予約権等に関する事項、４．会社役員に関する事項
（（2）責任限定契約の内容の概要、（3）補償契約に関する事項（4）役員等賠償責任保険契約に
関する事項）、５．会計監査人に関する事項、６．業務の適正を確保するための体制及び当該体
制の運用状況、７．株式会社の支配に関する基本方針

【連結計算書類】連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
【計算書類】貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
【監査報告書】連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査
報告

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させて
いただきます。

◎ 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。

以上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 取締役４名選任の件
現取締役全員（４名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社の株式数

１
再任

いわもと さだのり

岩本 定則
（1971年５月31日生）

【取締役在任期間】
16年

1996年７月 ニチメン電子部品㈱（現 イーグローバレッジ㈱）プロダクトマ
ネージャー

2002年６月 インタービデオジャパン㈱（現 コーレル㈱）セールスシニアデ
ィレクター

2008年２月 ビデェイス㈱（現 当社）営業本部長
2010年３月 当社 取締役 セールス・アンド・マーケティング本部長
2011年 1 月 sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee

Technology (Shanghai) Inc.） 取締役(現任)
2015年３月 当社 常務取締役
2016年11月 タオソフトウエア㈱ 取締役（現任）
2017年２月 当社 代表取締役社長（現任）
2026年 1 月 GreenBee Energy㈱ 代表取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

GreenBee Technology（Shanghai）Inc. 取締役
タオソフトウエア㈱ 取締役
GreenBee Energy㈱ 代表取締役

60,000株
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社の株式数

２
再任

うさみ まさお

宇佐美 將生
（1973年6月20日生）
【取締役在任期間】

２年

1998年４月 ニチメン電子部品㈱（現 イーグローバレッジ㈱）営業部 課長
2006年２月 インタービデオジャパン㈱（現 コーレル㈱）OEM営業部 部長
2010年９月 サイバーリンク㈱ シニアセールスマネージャー
2013年 9 月 イージステクノロジー㈱ シニアセールスディレクター
2015年 4 月 当社 セールス・アンド・マーケティング本部 部長
2017年 4 月 当社 サービス事業本部 本部長（現任）
2018年 4 月 ㈱情報スペース 代表取締役 副社長
2023年 3 月 sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee

Technology (Shanghai) Inc.） 取締役(現任)
2024年 3 月 当社 取締役(現任)
（重要な兼職の状況）

GreenBee Technology (Shanghai) Inc. 取締役

6,500株

３
再任

おちあい ようじ

落合 洋司
（1964年３月29日生）

【社外】
【独立役員】

【取締役在任期間】
11年

1987年４月 最高裁判所司法研修所入所
1989年４月 東京地方検察庁検事
2000年９月 ヤフー㈱（現 LINEヤフー㈱）入社
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
2001年11月 ヤエス第一法律事務所
2008年９月 泉岳寺前法律事務所 開所
2010年４月 東海大学実務法学研究科（法科大学院）特任教授
2013年12月 ㈱ウェブクルー監査役（社外）
2015年３月 当社 取締役（社外）（現任）
2018年４月 高輪共同法律事務所（現 江戸日本橋法律事務所）代表（現任）
2020年１月 ㈱AS Japan監査役（現任）
（重要な兼職の状況）

江戸日本橋法律事務所代表
㈱AS Japan監査役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
弁護士及び他の企業の社外監査役等としての高い見識及び豊富な経験に基づき、
有益な意見・助言を頂いており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与
して頂きたく、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11年となりま
す。

−
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候補者
番号

氏名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当

社の株式数

４
新任

しぶさわ よしゆき

渋澤 祥行
（1969年10月5日生）

【社外】
【取締役在任期間】

−

1992年 4 月 日本合同ファイナンス㈱（現 ジャフコ グループ㈱）入社
2007年 6 月 ジャフコ グループ㈱ 取締役
2012年10月 JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.（現 JIF Capital

Ltd.）社長
2014年 4 月 ジャフコ グループ㈱ 常務取締役
2026年 1 月 ㈱メルキア 代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）

㈱メルキア 代表取締役社長
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
同氏は、国内有数のベンチャーキャピタルであるジャフコ グループ㈱において
取締役を務める等、成長企業支援の分野で高い見識及び豊富な経験を有しており
ます。当社の経営体制の強化を目的に、社外取締役として選任をお願いするもの
であります。

−

（注）1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 落合洋司氏及び渋澤祥行氏は社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について

落合洋司氏は、過去11年間の在任期間において、その経験と見識から社外取締役としての職務を全うされました。再任さ
れた場合には、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
渋澤祥行氏は、ジャフコ グループ㈱での経営の経験や多数の成長企業支援の経験を活かして、社外取締役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断しております。

4. 当社は、社外取締役候補者渋澤祥行氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

5. 当社は、社外取締役候補者落合洋司氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任
限度額としております。なお、社外取締役候補者落合洋司氏の再任が承認可決された場合には、当社は同氏との間の上記
契約を継続する予定であります。

6. 当社は、落合洋司氏を、当社上場の東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対し届け出ております。
同氏が再任された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

7. 当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、2026年４月更新の予定になります。岩本定則氏、宇佐美將生氏、落合洋司氏が取締役に選任され就任した場合は、
既に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、渋澤祥行氏が取締役に選任さ
れ就任した場合は、新たに被保険者となる予定であります。

【保険契約の内容の概要】
① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

② 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害について填補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の
場合等一定の免責事由があります。

③ 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。

以 上
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事 業 報 告

(20252025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大が
見られる一方で、地政学的リスクの高まりや米国の政策動向による影響、原材料価格やエネル
ギーコストの高騰、円安に伴う物価上昇などにより、依然として先行きが不透明な状況が続い
ております。当社に関連する分野ではAI、IoT、ビッグデータなどを活用して既存システムか
らの脱却や、新たなビジネスモデルの創出（DX:デジタルトランスフォーメーション）、気候
変動や環境破壊の抑制を目指す再生可能エネルギーの導入（GX：グリーントランスフォーメ
ーション）が急速に進んでおり、当社にとって非常に良好な状況が続いております。
このような状況下において、当社は、「テクノロジーで持続可能な未来を築く会社」という

コーポレートミッションの下、「DXサービス事業」、「GXサービス事業」、「テクノロジーライ
センス事業」を重要領域として事業を展開しております。

当社グループの事業領域の概要は、下表のようになっております。
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事業領域 DXサービス事業 GXサービス事業 テクノロジーライセンス事業

事業内容 継続性と収益性の高いサブスク
特化型事業

脱炭素化に貢献するサービスを
ワンストップで提供する事業

競争力の高い自社テクノロジー
IPをライセンスする事業

顧客 通信事業者・コンシューマー向
けサービス事業者等

再生可能エネルギーを導入する
企業等

デジタル家電メーカー、パソコ
ンメーカー等

主要製品・
サービス等

• クラウドデータバックアップ
サービス
- GreenBee Cloud Backup

• モバイルアプリ脆弱性診断サ
ービス
- RiskFinder

• 系統用蓄電池事業
- 自社蓄電所の運営

• EMS（エネルギーマネージ
メントシステム）

• 蓄電池システムのカスタムパ
ッケージ
- スマートデータロガー
- 蓄電池
- 太陽光発電モジュール
- EV充電器

• 組込みブラウザー
- tourbillon

• デバイス連携アプリケーショ
ン
- GreenBee Data Transfer
- GreenBee Screen Mirroring

• AIメイクアップアプリ
- GreenBee Beauty Camera

• 4K/8Kプレミアコンテンツ
再生
- Valution
- TrueBD/TrueDVD

「DXサービス事業」領域においては、主力サービスである「GreenBee Cloud Backup」
の12月末時点の有償サブスクリプション契約者数が約368,000人に到達し、月間リカーリン
グ収益は前年12月との比較で433%に拡大しました。新規契約獲得効率の向上や継続率の安定
的な推移に加え、取引面での効率化が進み、収益性が向上しています。
「GXサービス事業」領域においては、当社の資本業務提携先「株式会社ウエストホールデ

ィングス」の子会社である株式会社ウエストエネルギーソリューションから系統用蓄電所を取
得し、系統用蓄電池事業に参入することを発表しました。
「テクノロジーライセンス事業」領域においては、当社の4K/8Kプレミアコンテンツ再生プ

レイヤー搭載製品の出荷数が漸減傾向にある一方で、Windows 10のサポート終了に伴うPC
買い替え需要を背景に当社製品を搭載したPC出荷数が期初予想を上回ったことに加え、AI
PC関連の需要が旺盛で開発案件が好調に推移しました。
また、繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を見直し、繰延税金資産を追加計上して

おります。
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この結果、売上高は961百万円（前期比19.3％増）、営業利益165百万円（前期比224.0％
増）、経常利益168百万円（前期比177.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益203百万円
（前期比219.4％増）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資につきましては、主にソフトウェアや備品の取得を行い、その設

備投資総額は５百万円となりました。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度において、主に運転資金として、金融機関からの借入により100百万円の資

金調達を行いました。

（4）対処すべき課題
当社グループは、「テクノロジーで、持続可能な未来を築く会社」を理念としております。
事業領域は、AIとシステムで情報活用可能なサービスを提供する「DXサービス事業」、再

生可能エネルギー関連製品をワンストップで提供する「GXサービス事業」、競争力の高い自
社テクノロジー製品をライセンスする「テクノロジーライセンス事業」になります。
当社が対処すべき課題は以下の通りです。

① 収益モデルの移行
当社グループは、ハードウェア製品に搭載するソフトウェアを開発してきた経緯からPC等

の電子機器の出荷数に応じて受け取るロイヤリティ収入を主な収益源としてきました。しか
しながら、「DXサービス事業」と、「GXサービス事業」においては、サービスに対して料金
を課金する収益モデルへの移行を進める必要があります。
② 製品構成の充実
サービスに対して料金を得るために必要な製品群の開発が必要となります。顧客ニーズを

的確に捉えた製品・サービスを適宜、市場投入していくことで、会社の永続的な成長基盤を
強固にしていく必要があります。
③ 開発管理体制
当社グループは、自社開発の製品・サービスの販売を主として行ってきておりますが、

「GXサービス事業」領域に参入するにあたり、社内開発者、外部協力者を合わせた開発管理
体制を構築し、品質担保していく必要があります。
④ 知的財産管理体制
当社グループは、製品開発で生まれる独自の差別化できる知的財産を特許や登録商標の形

で効率的に登録管理し、市場競争における優位性を一層確保する必要があります。
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また、ソフトウェア業界においては、他社の知的財産を、主に有償で利用して、製品を完
成させることが一般的となっていますが、他社の知的財産を侵害しないようにする必要があ
ります。
⑤ 個人情報保護
当社グループの事業領域において、個人情報を取り扱う機会をゼロにすることは現実的で

はありません。
主要国・地域において、インターネット上も含めて、個人情報保護規制は強化される流れ

にあり、当社グループは、より一層、個人情報の管理体制を強化する必要があります。
⑥ 優秀な人材の確保
ソフトウェア業界では、ソフトウェア開発・技術者が慢性的に不足しており、特にAI、ク

ラウド分野での優秀なソフトウェア開発・技術者の確保は難しい状況にあります。当社グル
ープが、より競争力のあるソフトウェアを継続的に開発していくためには、国内外で優秀な
ソフトウェア開発・技術者および製品企画者を確保していく必要があります。
⑦ 内部管理体制の強化
コーポレートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コード、フェアディスクロージ

ャールールといった資本市場の健全な発展に資すると考えられる施策が導入される中、それ
らが意図する投資家及び資本市場との建設的な対話を実現するため、適切な情報を、適時、
公平に開示することができるよう内部管理体制を強化していく必要があります。
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（5）財産および損益の状況
第16期

自 2022年
１月１日

至 2022年
12月31日

第17期
自 2023年
１月１日

至 2023年
12月31日

第18期
自 2024年
１月１日

至 2024年
12月31日

第19期
自 2025年
１月１日

至 2025年
12月31日

売 上 高（千円） 827,242 813,670 806,493 961,943

営業利益又は営業損失（△）（千円） △196,744 △41,891 50,960 165,099

経常利益又は経常損失（△）（千円） △182,044 3,021 60,553 168,198
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） △185,051 △163,678 63,828 203,898
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △89円40銭 △72円58銭 27円88銭 87円49銭

純 資 産（千円） 1,221,023 1,064,132 1,191,057 1,390,467

総 資 産（千円） 1,394,308 1,189,656 1,304,834 1,676,898

１ 株 当 た り 純 資 産 額 542円29銭 471円56銭 510円73銭 598円24銭

（6）重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当 社 の

出資比率 主要な事業内容

GreenBee Technology（Shanghai）Inc. 3,517千人民元 100％ ソフトウェアの研究および開発

タオソフトウエア㈱ 10百万円 100％ ソフトウェアの開発・販売
(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
ソフトウェア開発、サービスおよび販売
電子機器開発、サービスおよび販売
ソフトウェア、電子機器等の輸出入
インターネットを使用したソフトウェアのダウンロードサービスおよび販売
ソフトウェアの受託開発および受託販売
再生可能エネルギーに関連する製品の販売やサービスの提供等
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（8）主要な営業所（2025年12月31日現在）
名称 所在地

当社 本社 東京都中央区

子会社
タオソフトウエア㈱ 東京都中央区、新潟県新潟市

GreenBee Technology （Shanghai）Inc. 中華人民共和国
(注) 2025年１月に当社福岡オフィスを閉鎖し、その業務は本社に移管しました。

（9）使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

41名 2名減
② 当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

11名 5名減 47.6歳 6.6年

（10）主要な借入先および借入額（2025年12月31日現在）
借入先 借入残高

株式会社三井住友銀行 100,000千円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
2026年１月30日付で、当社株式は東京証券取引所グロース市場から同取引所スタンダー

ド市場に市場変更いたしました。
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２．会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 6,000,000株
(2) 発行済株式の総数 2,348,521株 (自己株式24,271株を含む。)
(3) 株 主 数 1,434名
(4) 大 株 主（上位10名）

株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）
１ Ｓ Ｅ Ｎ − Ｃ Ｈ Ｏ Ｕ Ｌ Ｏ 530,600 22.82
２ キ ー ウ ィ テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社 306,000 13.16

３ 株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 217,852 9.37

４ 楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 82,500 3.54
５ 株 式 会 社 ウ エ ス ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 70,000 3.01
６ 岩 本 定 則 60,000 2.58

７ 増 田 滋 43,300 1.86

８ 虞 立 群 42,100 1.81

９ 大 谷 雄 一 郎 42,000 1.80

10 谷 口 岳 40,509 1.74
（注） 持株比率は自己株式(24,271株)を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分合計

役員区分 株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 9,000株 2名

社外取締役 − −

監査役 − −

(6) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役に関する事項（2025年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 岩 本 定 則 GreenBee Technology（Shanghai）Inc.取締役
タオソフトウエア㈱取締役

取 締 役 宇佐美 將 生 サービス事業本部 本部長
GreenBee Technology（Shanghai）Inc.取締役

取 締 役 落 合 洋 司 江戸日本橋法律事務所代表
㈱AS Japan監査役

取 締 役 李 欣 欣

Kiwi Technology Inc.代表取締役
キーウィテクノロジー㈱代表取締役社長
SBI＆Capital 22 Inc. 代表取締役
京匯資本管理顧問股份有限公司 代表取締役
Neo One Capital Inc. 代表取締役
Authentrend Technology Inc. 代表取締役

常 勤 監 査 役 江 藤 祐一郎 江藤公認会計士事務所代表
レメディ・アンド・カンパニー㈱ 監査役

監 査 役 本 郷 喜 千 インディ・パ㈱代表取締役社長

監 査 役 杉 本 佳 彦 杉本公認会計士事務所代表
㈱マツモト取締役（社外）

（注）1. 取締役落合洋司氏および李欣欣氏は、社外取締役であります。
2. 監査役江藤祐一郎氏、本郷喜千氏および杉本佳彦氏は、社外監査役であります。
3. 監査役江藤祐一郎氏および杉本佳彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役落合洋司氏、常勤監査役江藤祐一郎氏、監査役本郷喜千氏および監査役杉本佳彦氏は、金融

商品取引所の定めに基づく独立役員であります。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が定める額としております。
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（3）補償契約に関する事項
該当事項はありません。

（4）役員等賠償責任保険契約に関する事項
① 被保険者の範囲

当社取締役、監査役の他、当社子会社の取締役
② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役
員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害について填補するものであります。ただし、法令違反の
行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。すべての被保
険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

（5）取締役および監査役の報酬等
① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の報酬は、基本報酬の水準を過度に変動させないことで、中長期の業績・
企業価値向上に貢献する業務執行環境を整えることを主眼に置くとともに、業務執行を担
う優秀な人材を確保すること、および、株主との価値共有を進めることを目的に、企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう利益もしくは株価と連
動した報酬を取り入れた体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会において決定しております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬（株

式報酬）により構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本
報酬のみとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役（社外取締役を除く）に関

しては、役職に応じた基本報酬に加え、株式報酬、業績連動報酬を支給しております。ま
た、社外取締役に関しては、基本報酬のみを支給しており、取締役会は上記方針に沿うも
のと判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、職務内容、経験及び当社

の状況等を勘案のうえ、監査役の協議により決定しております。

（取締役報酬制度の概要）
取締役の報酬は、支給形態では、金銭報酬と非金銭報酬に大別され、金銭報酬は基本報

酬（固定報酬）と賞与（業績連動報酬）で構成され、非金銭報酬は株式報酬となっており
ます。
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なお、社外取締役には業務執行から独立した立場での監督機能が求められており、会社
の業績に連動する報酬体系は、その監督機能を弱める誘因とも見られかねないため、その
役割を考慮し、社外取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）のみとしております。

（監査役報酬の概要）
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬（固定報酬）のみとしております。

（業績連動報酬）
・指標・・・連結営業利益(業績連動報酬に関する費用を計上する前の金額であり、以下、

決定方法の記載まで同様)
・指標の採用理由・・・企業の稼ぐ力を表す連結営業利益が、中長期的な事業拡大と企業

価値向上の源泉になると判断したためであります。
・業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、下表に記
載のとおりであります。
基本報酬の額を100とした場合の役員の報酬等の支給割合

基本報酬
（固定報酬）

賞与
（業績連動報酬）

株式報酬
（非金銭債権報酬）

業務執行取締役 100 0〜200 10〜50
社外取締役 100 0 0
監査役 100 0 0

・決定方法・・・業績連動報酬（賞与）の限度額を、（前連結会計年度の連結営業利益に対
する）連結営業利益の増加額の３割と定めており、その限度額の範囲内
において、代表取締役社長が、個別の事情を勘案し、各取締役に対する
支給額を起案し、取締役会で決定しております。
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（株式報酬）
2019年3月28日の第12期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な

向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様と一層の価値共有を
進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、株式報酬制度の
導入を決議しております。
対象となる取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出

資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
対象となる取締役に対して支給される当社の普通株式の総数は年30千株以内といたしま

す（なお、第12期定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株
式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ
たときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものといたしま
す。）。
対象となる各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決

定いたします。（決議時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名）

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
（取締役の報酬等の額）

2011年３月30日開催の第４期定時株主総会において、年額150百万円以内（ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）とご承認いただいております。（決議時点の
取締役の員数は５名）
また、取締役（社外取締役を除く）に対しては、2019年３月28日開催の第12期定時株

主総会において、金銭債権報酬を、上記とは別途、年額150百万円以内と承認いただいて
おります。（決議時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は４名）

（監査役の報酬等の額）
監査役の報酬等の額は、2010年３月19日開催の第３期定時株主総会において、年額10

百万円以内とご承認いただいております。（決議時点の監査役の員数は２名）

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員の
員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

66,873
（2,400）

36,293
（2,400）

25,000
（−）

5,580
（−）

4
（2）

監 査 役
（うち社外監査役）

8,400
（8,400）

8,400
（8,400）

−
（−）

−
（−）

3
（3）

合 計 75,273
（10,800）

44,693
（10,800）

25,000
（−）

5,580
（−）

7
（5）

（注）1. 上記取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬等の額には、当該事業年度に係る株式報酬の費用計上額5百万円が含まれております。
3. 非金銭報酬等の内容は、株式報酬であります。当該株式報酬の内容は、①取締役および監査役の個

人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項に、その交付状況は、２．会社の株式に関する事項
(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりでありま
す。

（6）社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職の状況等
区 分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容

社外取締役 落 合 洋 司 江戸日本橋法律事務所
㈱AS Japan

代 表
監査役

社外取締役 李 欣 欣

Kiwi Technology Inc.
キーウィテクノロジー㈱
SBI＆Capital 22 Inc.
京匯資本管理顧問股份有限公司
Neo One Capital Inc.
Authentrend Technology Inc.

代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

社外監査役 江 藤 祐 一 郎 江藤公認会計士事務所
レメディ・アンド・カンパニー㈱

代 表
監査役

社外監査役 本 郷 喜 千 インディ・パ㈱ 代表取締役社長

社外監査役 杉 本 佳 彦 杉本公認会計士事務所
㈱マツモト

代 表
取締役（社外）

（注） 李欣欣氏の兼務先であるキーウィテクノロジー株式会社は、2022年7月に当社が実施した第三者割当増
資（1株634円で306,000株）を引き受けて、当社の大株主となっております。また、李欣欣氏の兼務
先であるAuthentrend Technology Inc.からライセンス提供を受けています。
その他の社外役員の重要な兼職先である法人等と当社との間には重要な取引その他の関係はありませ
ん。
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② 社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況並びに社外取締役が果たすことが期待される

役割に関して行った職務の概要

社外取締役 落 合 洋 司
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席し、法律の専門
家としての知識や経験に基づき、議案審議等に必要な発言を適時行
っております。

社外取締役 李 欣 欣
当事業年度開催の取締役会17回のうち17回に出席し、複数社での
取締役としての経営の知識や経験を活かして、議案審議等に必要な
発言を適時行っております。

社外監査役 江 藤 祐一郎
当事業年度開催の取締役会17回のうち17回に、監査役会12回のう
ち12回に出席し、公認会計士としての専門的見地から、必要な発言
を適時行っております。

社外監査役 本 郷 喜 千 当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に、監査役会12回のう
ち12回に出席し、必要な発言を適時行っております。

社外監査役 杉 本 佳 彦
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に、監査役会12回のう
ち11回に出席し、公認会計士としての専門的見地から、必要な発言
を適時行っております。

（注） 会社法第370条に定める取締役会の決議の省略による取締役会の回数は除いております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）名称 海南監査法人

（2）報酬等の額
区分 報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 20百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査報酬は、監査法人から提示された監査計画の内容を協議するとともに、過去の報酬実績や事業
規模および日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に妥当
性等を確認した上で、監査役会の同意を得て決定しております。

3. 当社の子会社であるGreenBee Technology（Shanghai）Inc.は、当社の会計監査人以外の監査法
人の監査を受けております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障ある場合等その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任または不再任に係る議案を決定し、取締役会は当該決定に基
づき、当該議案を株主総会に上程することといたします。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人である海南監査法人は、会社法第427条第１項の契約を締結してお

り、当該契約の内容は次のとおりです。
受嘱者の会社法第423条第１項の責任について、監査受嘱者が職務を行うにつき善意

で、かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をも
って、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度額とする。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適

正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）当社グループの取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制

① 当社グループにおけるコンプライアンス体制の基盤となる企業行動憲章を定め、職
務の執行に当たっては法令および定款とともにこれを遵守することを徹底する。

② 当社グループ全体の横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努
めるため、コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス推進委員長を取
締役の中から任命する。

（2）当社グループでの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社グループ各社は、取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づ

き適切に保存および管理を行い、また、必要に応じ閲覧が可能となるようにする。

（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社グループ全体における適切なリスク管理を行うために、リスク管理規
程を策定し、当該規程により当社グループのリスク管理に関する方針および体制を定
める。

② 会社グループにおけるリスク管理体制の整備を徹底するため、社内の各部門にリス
ク管理責任者を定め、その統括責任者を取締役の中から任命する。

（4）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社グループ各社は、取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするために、職務権
限規程その他の業務運営規程に基づき、各取締役および従業員の職務権限を定め、さ
らに必要に応じ職務権限を委譲する。

② 職務の執行のより一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合には、そ
の内容が定款変更に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織機構の変更を行う
ことができる。

③ 当社は、当社グループ各社の取締役の職務の執行状況について、その効率性の観点
から当社内部監査室による監査を実施し、その結果を当社及び当該会社の取締役及び
監査役に報告し、改善を図る。
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（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役もしくは従業員が、グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行わ

れていることを監督しております。

（6）当社グループの従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制

① 当社グループの従業員が業務を行うに当たり企業行動憲章を法令および定款ととも
に遵守するための体制を整備し、併せて従業員に対するコンプライアンス教育および
啓発活動を行う。

② 当社グループの事業活動において法令・定款違反等の発生およびその可能性のある
事項を早期に発見し是正するための内部通報に関する内部体制を整備し、取締役、従
業員および関係者からの報告体制を整える。

③ 会社組織および当社グループの各部署における業務の執行状況を適切に把握し、適
切な助言および勧告を行うための内部監査体制を整備する。

（7）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関す
る事項

監査役の職務を補助するため、当社の従業員の中から各業務に精通した者を配置するこ
とができる。

（8）前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
① 前号の監査役の職務を補助する従業員に係る諸事項の決定については、事前に監査
役会の承認を得ることとする。

② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役から
の指揮命令を受けないものとする。

（9）当社グループの取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制

① 代表取締役および業務執行取締役は、取締役会規程の定めに従い、会社の業務執行
の状況その他必要な情報を取締役会において報告又は説明する。

② 取締役および従業員が会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項または
そのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を
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報告するものとする。
③ 監査役は、職務の執行に当たり必要となる事項について、取締役および従業員に対
して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められた者は速やかに当該報告
を行うものとする。

④ 監査役へ報告した取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止するものとする。

（10）その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するため、監査役が取締役、従業員および会計監査人との間で積極

的な意見・情報の交換をできるようにするための体制および必要に応じ弁護士、会計士な
どの助言を受けることができる体制を整備する。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
（1）取締役の職務執行

取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令ならびに定款に則って行動するように
徹底しております。当事業年度におきましては、取締役会を17回開催しております。

（2）監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施する

とともに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人との間で定期的に情報交換等を行
うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しておりま
す。

（3）内部監査の実施
内部監査計画に基づき、当社ならびに子会社の内部監査を実施しております。

（4）財務報告に係る内部統制
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、内部統制評価を実施しております。

７．株式会社の支配に関する基本方針
当社は、現時点では、当該「基本方針」および「買収防衛策」につきましては、特に定

めておりません。
（注）本事業報告に記載されている会社名、製品名、サービス名等は該当する各社の商標又は登録商標です。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

1,557,541

1,276,587

222,571

1,633

28,727

28,021

119,357

9,281

6,249

3,031

3,937

2,683

1,253

106,138

13,500

18,990

65,647

8,000

流 動 負 債
買 掛 金
1年内返済予定の長期借入金
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
資 産 除 去 債 務
繰 延 税 金 負 債

そ の 他

186,624
19,636
20,000
5,896
3,597

137,494
99,806
79,999
4,752

6,957

8,096
負 債 合 計 286,430

純 資 産 の 部
株 主 資 本 1,339,306
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
為 替 換 算 調 整 勘 定

10,000

1,231,223
127,770
△29,688
51,161
51,161

純 資 産 合 計 1,390,467
資 産 合 計 1,676,898 負債及び純資産合計 1,676,898

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(20252025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 961,943
売 上 原 価 348,836

売 上 総 利 益 613,106
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 448,006

営 業 利 益 165,099
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,323
助 成 金 収 入 3,978
そ の 他 781 6,084

営 業 外 費 用
為 替 差 損 2,890
そ の 他 94 2,984
経 常 利 益 168,198

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 232 232
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 167,966
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,960
法 人 税 等 調 整 額 △45,892 △35,932
当 期 純 利 益 203,898
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 203,898

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 10,000 1,241,960 △76,127 △29,860 1,145,972

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 203,898 203,898

自 己 株 式 の 処 分 △10,737 16,317 5,580

自 己 株 式 の 取 得 △16,144 △16,144

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 − △10,737 203,898 172 193,333

当 期 末 残 高 10,000 1,231,223 127,770 △29,688 1,339,306

その他の包括利益累計額
純資産合計繰延ヘッジ

損益
為替換算調整

勘定
その他の包括

利益
累計額合計

当 期 首 残 高 4 45,080 45,084 1,191,057

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 203,898

自 己 株 式 の 処 分 5,580

自 己 株 式 の 取 得 △16,144

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △4 6,081 6,076 6,076

当 期 変 動 額 合 計 △4 6,081 6,076 199,410

当 期 末 残 高 − 51,161 51,161 1,390,467
（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 GreenBee Technology（Shanghai）Inc.

タオソフトウエア株式会社

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等・ ・ ・移動平均法による原価法

② デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法
時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
仕 掛 品・ ・ ・個別法による原価法
原材料及び貯蔵品・ ・ ・移動平均法による原価法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産・ ・ ・定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については、定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物（建物附属設備） ８年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

無 形 固 定 資 産・ ・ ・定額法
ソフトウェア
市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な見込有効
期間（３年以内）に基づく定額法、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定
額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
賞 与 引 当 金・ ・ ・一部の子会社については、従業員賞与の支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準
当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の

時点は以下のとおりであります。
ロイヤリティ収入
当社のソフトウェアを搭載した顧客の製品が出荷されることにより生じるロイヤリテ
ィ収入が生じております。顧客からの出荷報告書に記載されているライセンス使用期
間に基づいて収益を認識しております。

受託開発収入
ソフトウェアの受託開発契約に基づいた受託開発収入が生じております。受託開発収
入は、ソフトウェアの検収時点で収益を認識しております。

保守・サポート収入
保守・サポート契約に基づいた保守・サポート収入が生じております。保守・サポー
ト契約の期間に応じて、収益を認識しております。
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(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジの会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約
取引について、振当処理の要件を満たしている場合
は、振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・先物為替予約
ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権および債務

ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定
に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッ
ジしております。

ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい
て、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘ
ッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較して
有効性を判定しております。

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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５．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正
適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用
指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結
計算書類への影響はありません。

６．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

７．会計上の見積りに関する注記
(1) 原材料の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
原材料及び貯蔵品 28,727千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
将来の使用見込み数量に基づいて、原材料を評価しております。将来の使用見込み数量

は、過去の実績および利用可能な外部資料を参考に、一定の仮定に基づいて、見積もって
おりますが、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって影響を受ける可能性があ
り、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、原材料の
評価減が発生する可能性があります。
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(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 65,647千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第26号2018年2月16日）に基づき、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち
将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識しております。
将来の課税所得に関する予測は、過去の実績や一定の仮定のもとに行っているため、経

営環境等の変化により、課税所得の見積りの変更が必要になった場合には、繰延税金資産
の計上額が変動し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

８．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 61,372千円

９．連結株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類および株式数に関する事項
当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数
普通株式 2,348,521株

10．金融商品に関する注記
(１) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わな

い方針であります。
社内管理規定に基づき為替変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用

しております。なお、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
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② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権は、顧客の信用リスクに晒されています。外貨建の営業債権及び営業債務は為

替リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程に従
い、取引先毎の期日管理および残高管理を行うとともに、契約時の与信を慎重に判断して
おります。また、為替変動の継続的モニタリングを行っております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒さ

れており、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務は、その支払期日はおおよそ１ヶ月以内であり流動性リスク（支払期日に支払

を実行できなくなるリスク）が存在しています。当該リスクに関しては、グループ各社が
取引先ごとの期日及び残高を把握するとともに、月次に資金繰計画を作成するなどの方法
により管理しております。
借入金は、運転資金を目的に調達しており、流動性リスクに関しては、資金繰計画を作

成するなどの方法により管理しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(２) 金融商品の時価等に関する事項
① 2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について

は、次のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）
長期借入金（１年内返済
予定のものを含む） 100,000 100,000 −

負債計 100,000 100,000 −
（※1）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」に関しては、現金であるこ

と、及び短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、
注記を省略しております。

（※2）「投資有価証券」に含まれる非上場株式は、市場価格がないため注記に含めておりませ
ん。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 13,500
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② 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,276,587 − − −
売掛金 222,571 − − −
合計 1,499,158 − − −

③ 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

長期借入金 20,000 79,999 − −
合計 20,000 79,999 − −

(３) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時
価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプッ

ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。
① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。
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② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定
のものを含む） − 100,000 − 100,000
負債計 − 100,000 − 100,000
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金
長期借入金はすべて変動金利であり、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反

映し、また、当社グループの信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価
額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類して
おります。

11．収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは単一セグメントでありますが、事業といたしましては、テクノロジーライ

センス事業、DXサービス事業、GXサービス事業の３事業から構成されており、顧客との契
約から生じる収益を分解した情報に関しましては、事業別で開示しております。

（単位：千円）
当連結会計年度

（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

顧客との契約から生じる収益 961,943

テクノロジーライセンス事業 593,016

DXサービス事業 347,868

GXサービス事業 21,057

その他の収益 −

外部顧客への売上高 961,943
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(２) 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「４．会計方針に関する事項 (４)収益および費

用の計上基準」に記載のとおりであります。

(３) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた契約資産および契約負債については、該当事項はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、個別の契約が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との

契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

12．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 598円24銭
１株当たり当期純利益 87円49銭

13．重要な後発事象に関する注記
（子会社の設立）
当社は、2026年１月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立すること

を決議し、2026年１月27日付で設立いたしました。
１．子会社設立の目的
当社グループは、2026年12月期よりGXサービス事業の一環となる系統用蓄電池事業に参

入いたします。株式会社ウエストホールディングスの子会社である株式会社ウエストエネル
ギーソリューションより蓄電所を取得し、同蓄電所を運営する子会社「GreenBee Energy
株式会社」を設立いたしました。
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２．子会社の概要
（１）名称 GreenBee Energy株式会社
（２）所在地 東京都中央区新川 2-3-1 セントラルスクエア 8 階
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 岩本定則
（４）事業内容 再生可能エネルギーに関連する事業
（５）決算期 12月
（６）資本金 10百万円
（７）設立年月日 2026年１月27日
（８）大株主及び持株比率 GreenBee株式会社 100％

（重要な設備投資）
GreenBee Energy株式会社は、2026年２月１日に株式会社ウエストエネルギーソリュー

ションと系統用蓄電設備売買契約を締結いたしました。
１．設備投資の目的
GreenBee Energy株式会社が蓄電所を取得し運営してまいります。

２．取得資産の内容
（１）所在地 岡山県備前市
（２）資産の概要 高圧系統用蓄電所
（３）取得価額 当事者間の守秘義務により、非開示とさせていただきます。
（４）所有権移転日 2026年２月27日
（５）取得資金 自己資金及び金融機関からの借入金

（資金の借入）
当社は、2026年１月15日開催の取締役会において、GreenBee Energy株式会社の資金

の借入に関して決議し、2026年２月27日付で借入を実行いたしました。
１．借入の目的
高圧系統用蓄電所の取得資金の一部として、金融機関から資金の借入を行うものです。
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２．借入の概要
（１）借入先 株式会社千葉銀行
（２）借入金額 300百万円
（３）借入金利 基準金利＋スプレッド
（４）借入期間 15年
（５）実行日 2026年２月27日
（６）担保等 土地抵当権、集合動産譲渡担保権、地位譲渡予約および債権譲渡担保権

（自己株式の取得）
当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体
的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
１.自己株式の取得に係る決議内容
（1）自己株式の取得を行う理由
Kiwi Technology Inc.との資本業務提携の解消に関し両社との間で合意書を締結してお

り、それに伴い、キーウィテクノロジー株式会社が保有する当社普通株式を取得するため、
また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
（2）自己株式取得に係る取締役会決議内容
① 取得対象株式の種類 当社普通株式
② 取得する株式の総数 310,000株（上限）

（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合13.33％）
③ 株式の取得価額の総額 337,900,000円（上限）
④ 取得日 2026年２月20日
⑤ 取得の方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）

２.自己株式の取得結果
上記決議に基づき、2026年２月20日に当社普通株式306,000株を333,540,000円で取得

しました。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

1,190,414

942,677

193,926

1,158

28,727

23,923

377,462

5,168

3,629

1,539

3,234

2,683

551

369,059

13,500

280,286

13,872

61,400

流 動 負 債
買 掛 金
関 係 会 社 買 掛 金
1年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
資 産 除 去 債 務

186,159
16,385
61,480
20,000
53,347
4,409
1,126

20,625
8,784
83,520
79,999
3,520

負 債 合 計 269,680
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

1,298,197
10,000

1,229,877
10,000

1,219,877
88,007
88,007
88,007

△29,688
純 資 産 合 計 1,298,197

資 産 合 計 1,567,877 負債及び純資産合計 1,567,877
（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(20252025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 798,493
売 上 原 価 263,624

売 上 総 利 益 534,868
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 394,595

営 業 利 益 140,272
営 業 外 収 益
受 取 利 息 966
そ の 他 757 1,723

営 業 外 費 用
為 替 差 損 2,535
そ の 他 94 2,629
経 常 利 益 139,366

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 232 232
税 引 前 当 期 純 利 益 139,133
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,615
法 人 税 等 調 整 額 △45,297 △42,682
当 期 純 利 益 181,816

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 10,000 10,000 1,230,614 1,240,614 △93,808 △93,808
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 181,816 181,816
自 己 株 式 の 処 分 △10,737 △10,737
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 − − △10,737 △10,737 181,816 181,816
当 期 末 残 高 10,000 10,000 1,219,877 1,229,877 88,007 88,007

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △29,860 1,126,945 4 4 1,126,950
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 181,816 181,816
自 己 株 式 の 処 分 16,317 5,580 5,580
自 己 株 式 の 取 得 △16,144 △16,144 △16,144
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △4 △4 △4

当 期 変 動 額 合 計 172 171,251 △4 △4 171,246
当 期 末 残 高 △29,688 1,298,197 − − 1,298,197
（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準および評価方法

イ．有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式及び
関 連 会 社 株 式

・・・移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ 時価法

ハ．棚卸資産の評価基準および評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
仕 掛 品・・・個別法による原価法
原材料及び貯蔵品・・・移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産・・・定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設

備及び構築物については、定額法を採用しております。）
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物（建物附属設備） ８年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

無 形 固 定 資 産・・・定額法
ソフトウェア
市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な見込有効
期間（３年以内）に基づく定額法、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定
額法を採用しております。
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（3）収益および費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下の
とおりであります。
ロイヤリティ収入
当社のソフトウェアを搭載した顧客の製品が出荷されることにより生じるロイヤリテ
ィ収入が生じております。顧客からの出荷報告書に記載されているライセンス使用期
間に基づいて収益を認識しております。

受託開発収入
ソフトウェアの受託開発契約に基づいた受託開発収入が生じております。受託開発収
入は、ソフトウェアの検収時点で収益を認識しております。

保守・サポート収入
保守・サポート契約に基づいた保守・サポート収入が生じております。保守・サポー
ト契約の期間に応じて、収益を認識しております。

（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
イ. 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジの会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約
取引について、振当処理の要件を満たしている場合
は、振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・・先物為替予約
ヘッジ対象・・・・外貨建金銭債権および債務

ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規定及び取引限度額等を定めた内部規定
に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッ
ジしております。

ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい
て、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘ
ッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較して
有効性を判定しております。

ロ．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28

日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影
響はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 原材料の評価
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
原材料及び貯蔵品 28,727千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結注記表７．会計上の見積りに関する注記に記載した内容と同一になります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 61,400千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
連結注記表７．会計上の見積りに関する注記に記載した内容と同一になります。

５. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 28,846千円
（2）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

短期金銭債権 1,909千円
短期金銭債務 −千円

（3）取締役及び監査役に対する金銭債務
短期金銭債務 25,000千円
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６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 −千円
仕入高 110,454千円
販売費及び一般管理費 68,624千円

営業取引以外の取引による取引高 −千円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式 24,271株

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な要因は、棚卸資産評価減等であり、繰延税金負債の発生の主な原

因は、資産除去債務に対応する除去費用に係る将来加算一時差異であります。

９. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社および関連会社等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
GreenBee
Technology
（Shanghai）

Inc.

所有
直接
100

研究及び
開発の請
負、 役 員
の兼任

ソフトウェ
ア開発等の
業務委託

（注）
164,347 関係会社買掛金 60,820

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）市場価格、総原価を勘案して、毎期価格交渉の上、取引条件を決定しています。

10. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結注記表

「11．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しておりま
す。



― 44 ―

11. １株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 558円54銭
（2） １株当たり当期純利益 78円01銭

12. 重要な後発事象に関する注記
（子会社の設立）
当社は、2026年１月15日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立すること

を決議し、2026年１月27日付で設立いたしました。
１．子会社設立の目的
当社グループは、2026年12月期よりGXサービス事業の一環となる系統用蓄電池事業に参

入いたします。株式会社ウエストホールディングスの子会社である株式会社ウエストエネル
ギーソリューションより蓄電所を取得し、同蓄電所を運営する子会社「GreenBee Energy
株式会社」を設立いたしました。
２．子会社の概要

（１）名称 GreenBee Energy株式会社
（２）所在地 東京都中央区新川 2-3-1 セントラルスクエア 8 階
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 岩本定則
（４）事業内容 再生可能エネルギーに関連する事業
（５）決算期 12月
（６）資本金 10百万円
（７）設立年月日 2026年１月27日
（８）大株主及び持株比率 GreenBee株式会社 100％
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（自己株式の取得）
当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により

読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体
的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
１.自己株式の取得に係る決議内容
（1）自己株式の取得を行う理由
Kiwi Technology Inc.との資本業務提携の解消に関し両社との間で合意書を締結してお

り、それに伴い、キーウィテクノロジー株式会社が保有する当社普通株式を取得するため、
また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
（2）自己株式取得に係る取締役会決議内容
① 取得対象株式の種類 当社普通株式
② 取得する株式の総数 310,000株（上限）

（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合13.33％）
③ 株式の取得価額の総額 337,900,000円（上限）
④ 取得日 2026年２月20日
⑤ 取得の方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）

２.自己株式の取得結果
上記決議に基づき、2026年２月20日に当社普通株式306,000株を333,540,000円で取得

しました。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月27日

GreenBee株式会社
取締役会 御中

海南監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仁 戸 田 学

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 米 川 博

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、GreenBee株式会社の2025年１月１日から2025

年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、GreenBee株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月27日

GreenBee株式会社
取締役会 御中

海南監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仁 戸 田 学

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 米 川 博

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、GreenBee株式会社の2025年１月１日か

ら2025年12月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。



― 49 ―

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第19期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（ 会社計算規
則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月27日
GreenBee株式会社 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 江 藤 祐一郎 ㊞
監 査 役（社外監査役） 本 郷 喜 千 ㊞
監 査 役（社外監査役） 杉 本 佳 彦 ㊞

以 上



Ｎ
Ｐ

東京駅

昭和通り

首都高速

大垣共立銀行
平成通り

宝町ランプ

PMO
八重洲通

日本橋
消防署

中央警察署
12番出口

東西線
茅場町駅

日枝神社

東京証券会館
２番出口

日比谷線
東西線
茅場町駅

スマイルホテル
東京日本橋１番出口

Family
Mart

ホテル
サードニクス
東京

鉄鋼会館
Ａ５番出口

髙島屋

東京日本橋
タワー

都営浅草線
日本橋駅

JR

JR

JR

JR
日比谷線八丁堀駅 新大橋通り 日比谷線茅場町駅

12

2A5

1

Tomod’s

鍛
冶
橋
通
り

永
代
通
り

東
西
線
茅
場
町
駅

京
葉
線
八
丁
堀
駅

エ
ー
ス
証
券

八
重
洲
通
り

株主総会会場 会場：鉄鋼会館 ７階 701会議室
ご 案 内 図 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号

交通のご案内： ● 地下鉄東西線「茅場町駅」12番出口より徒歩約５分
● 地下鉄日比谷線「茅場町駅」1番または2番出口より徒歩約５分
● 地下鉄日比谷線「八丁堀駅」A5番出口より徒歩約５分
● JR「東京駅」 八重洲中央口より徒歩約15分

当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。


